
太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 
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太田市規則第５６号 

 

太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する

規則の一部を改正する規則 

太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

（平成１７年太田市規則第６７号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１項第１号中「１００分の１２１．５以上１００分の２

０５」を「１００分の１２４以上１００分の３１５」に、「１００分の

１４５．５以上１００分の２４５」を「１００分の１４８以上１００

分の３７５」に改め、同項第２号中「１００分の１１０以上１００分

の１２１．５」を「１００分の１１２．５以上１００分の１２４」に、

「１００分の１３１以上１００分の１４５．５」を「１００分の１３

３．５以上１００分の１４８」に改め、同項第３号中「１００分の９

８．５」を「１００分の１０１」に、「１００分の１１８．５」を「１

００分の１２１」に改め、同項第４号中「１００分の９０」を「１０

０分の９２．５」に、「１００分の１０９」を「１００分の１１１．５」

に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第

１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 太田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（令和５年太田市条例第１号）第７条第１項の給料表の適用を受け



る職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するか

に応じ、次に定める割合 

⑴ 勤務成績が優秀な職員 １００分の８７．５以上１００分の２

６２．５以下 

⑵ 勤務成績が良好な職員 １００分の７７．５ 

⑶ 勤務成績が良好でない職員 １００分の７１以下 

第２３条の２第１項第１号中「１００分の５０．２５」を「１００

分の５１．５」に、「１００分の６０．２５」を「１００分の６１．５」

に改め、同項第２号中「１００分の４６．７５」を「１００分の４８」

に、「１００分の５６．７５」を「１００分の５８」に改め、同項第３

号中「１００分の４４．７５」を「１００分の４６」に、「１００分の

５４．７５」を「１００分の５６」に改め、同条第２項中「前条第２

項」を「前条第３項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


